
 

 

Q2-4.工事事務所の意義および設立手続について教えてください。 

台湾現地法人ではなく、外国企業そのものが台湾において建設工事（土木工事、建築工事、機械

装置据付工事など）を請け負う場合、台湾内での役務提供場所あるいは連絡場所を税籍     登記し

なくてはなりません。 

 

この場合、支店あるいは工事事務所を選択することができますが、工事事務所は法人登記が不要

であるため、支店に比べ簡便な手続きで設置および清算を行うことができます。 

 

工事事務所の場合、管轄税務当局に税籍     登記をし、統一番号および税籍番号を申請しなければ

なりません。 

 

工事事務所は統一発票の発行義務を負っており、営業税の申告義務を負うほか、台湾源泉所得に

ついて、法人税の確定申告を行わなくてはなりません。 

 

なお、支店あるいは工事事務所として税籍     登記せずに建設工事を請け負った場合、建設工事か

らの収入総額に対して法人税が源泉徴収されることになります（所得税法第 89条）。 

 

工事事務所の設置の手続き概要は以下の通りです。 

項目 管轄官庁 所要時間 

工事事務所税籍     登記申請 税務当局 1週間 

必要書類等 

税務当局担当者により、提出を要求される資料は若干異なることがありますが、通常は以下のよ

うな資料が必要となります。 

①申請書ならびに申請代理人への委任書、②所長への委任状(要公証および認証)、その中国語

訳、③本国における会社登記簿謄本または抄本(要認証)、その中国語訳、④所長の身分証明書

のコピー(パスポートコピーの場合、台湾住所の記入、サインおよび捺印が必要)、⑤工事事務所

の賃貸契約書のコピー、⑥家屋税の納付書のコピー、⑦工事契約書のコピー 

 

  

http://www.koryu.or.jp/tokyo/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/0a16f0f21a4e1ae74925774400298b54/$FILE/A2-5.pdf

